
保育士登録の取消しに関する事務について

既存の仕組み（本人の届出義務）

保育士

①欠格事由に該当した場合、

本人からの届出

②保育士登録の取消し・
本人へ登録取消の通知

新たな仕組み（市区町村の保有する犯歴情報の活用）

保育士

保育園

①都道府県から事業者への報告依頼

・都道府県は、保育園に対して、勤務す
る保育士が逮捕されるなど、欠格事由に
該当するおそれが生じた場合、保育園の
所在地の都道府県への報告を依頼

保育士登録先の都道府県

②情報収集

・都道府県は、当該保育士やその家族、
勤務先の事業者、市町村等から当該
事案に関する情報提供を求めるとと
もに、裁判の傍聴等により情報を収集
する。

→ 欠格事由に該当するおそれがある
場合、確認を実施
（省令の規定を新設）

保育園等の所在地
の都道府県

③犯歴情報の照会

・都道府県が保育士の住所地の市区町村に
対し、住民票の写しを請求し、本籍地を
特定。

→ 保育士の本籍地の市区町村に対し、
犯歴情報の照会を行う。

保育士の本籍地
の市区町村

④保育士登録の取消

・欠格事由に該当する保育士に対し、都道府県の職権で
登録の取消を行い、本人に通知

＋

※保育士登録の機会等を捉え、
制度の周知徹底を図る。

※事案を把握した都道府県と当該事案の保育士登録先の都道府県
が異なる場合、把握した都道府県が保育士登録先の都道府県に
登録取消を行うべき旨を通知。

欠格事由に該当するおそれがある場合の確認方法


